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尼 財 第 2 5 4 0 号  
平成 25 年 10 月 8 日  

 各 局 室 長  様 
 

企 画 財 政 局 長   
 

平成 26 年度予算編成方針について（通知） 
 
本市は今年度、新たな総合計画と「あまがさき「未来へつなぐ」プロジェクト」（以下「プロジ
ェクト」という。）に基づき、将来の「ありたいまち」の実現に向けた取組により魅力的なまちを目
指すことや、都市の体質転換を含めた行財政改革により安定した行財政基盤を確立していくことを掲
げ、新たなスタートを切ったところです。 
平成 26 年度予算編成にあたっては、両計画に掲げる基本的な考えを念頭に置き、中期目標である
「計画中間時点の平成 29年度までに 30億円の構造改善」の実現に向けて、収入率の向上や新たな財
源の確保など、歳入の増に向けて積極的に取り組むとともに、引き続き、歳出規模を抑制するための
改革改善の取組を断行していかなければなりません。 
併せて、将来世代への過度の負担を強いることとなる市債発行の抑制など財政規律にも留意しつ
つ、以下に記載する留意事項を踏まえ、平成 26年度予算の編成を行うこととします。 
 
１ 歳入各項目における留意事項 
歳入全般にわたり、増収に努め、これを予算に反映することを基本とする。 
⑴ 市税の的確な課税客体の捕捉及び収入率の向上と収入未済額の縮減 
市税収入は歳入の根幹であり、厳しい財政状況が続いている中、市税収入を確保することは、
本市財政運営の最重要課題である。 
市民の理解と信頼を得て、適正・公平な課税を推進するためには、的確な課税客体の捕捉が
必要不可欠であり、昨年度に発覚した入湯税の問題を踏まえ、取組の強化を図ること。 
加えて、課題となっている収入率の向上と多額の収入未済額の縮減に向けた対応については、
特段の取組を行うこと。 

 ⑵ 市税以外の収入金への対応 
多額の収入未済が生じている保育料、国民健康保険料、介護保険料、住宅家賃、災害援護資
金貸付金回収金などについては、各局による収納率向上対策に伴う効果額を算定し、予算要求す
ること。また、併せて収入率向上対策に必要な経費も予算要求を行うこと。 

 ⑶ 国、県支出金の確保 
各府省の概算要求の状況や国・県の補助制度を十分に調査研究し、制度改正などの情報は迅
速かつ的確に収集するとともに、財源が見込めるものは積極的にその確保を図ること。 
また、新たな補助制度を活用する場合は、後年度に市の負担が増えることとならないよう、
慎重に対応すること。 

 ⑷ 受益と負担の適正化 
原価主義に基づく使用料・手数料については、昨年度の見直し内容を予算に反映させるほか、
その他の使用料・手数料についても、各局所管で料金設定の点検を行うこと。 
また、無料施設の有料化の検討や各種事業等の実施に伴う利用料、実費弁償金の適正化に努
めること。 

 ⑸ 市有地の売却促進と有効活用 
各局所管用地のうち低未利用となっている土地については、積極的に売却や貸付を行い、市
有財産の有効活用と財源の確保に努めること。 
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２ 歳出各項目における留意事項 
予算の重点化・効率化を一層進めるため、事務事業評価表を最大限活用し、事業ごとの必要性、
効率性、有効性や類似事業の有無等を見極める中で、必要経費に限り計上すること。 
 ⑴ 財源の重点配分と改革改善の積極的な取組み 

「平成 26 年度の政策推進に向けて」（平成 25 年 7 月 5 日付け尼政第 1420 号・尼行改第 1390
号）に基づき、4 つの施策の重点化方向を踏まえた財源の重点配分に努める一方、プロジェクト
既計上項目で効果額が平成 26 年度に生じるものについては、確実に予算へ反映するとともに、
新たな改革改善項目の追加について積極的に取り組むこと。 
⑵ 経常的経費等の抑制 
施設維持管理経費や経常的なソフト事業を中心とした一部経費については、既に枠配分によ
る予算編成作業を行っているが、それ以外の全ての経費については、徹底した抑制を基調に全件
一件査定を行う。 

 ⑶ 投資的経費の抑制 
プロジェクトに基づき、将来負担と公債費を抑制する観点から、投資的経費については、市
民の安全・安心を最優先としつつ、後年度への負担や事業の緊急性に基づく優先順位を見極め、
徹底した抑制を図る。 

 ⑷ 経費削減の視点 
ア 平成 24年度決算における不用額の要因を十分精査するとともに、平成 25年度決算見込額も
考慮した上で、予算に反映すること。 
イ 行政サービスに偏りがないか、他都市の同種のサービスと比較し過剰な内容となっていない
かなど、最新の情報を把握し、事業の再点検に努めること。 
ウ 事業の委託化や物品調達における低価格品の採用など、あらゆる経費について効率的な視点
で見直しを検討し、徹底したコスト削減を図ること。 
エ 施設の保守管理業務委託については、関係法令に定められた範囲を基本とした仕様とすること。 
オ 老朽化に伴う施設維持については、施設の必要性・配置基準を十分に検証した上で、必要最
小限の要求を行うこと。 

⑸ 地球環境、電力需給に対する配慮 
「尼崎市環境方針」を踏まえ、光熱水費、燃料費の節減など、積極的に環境への負荷の少な
い循環型社会に資するような予算要求を行うとともに、来年度以降も予測される厳しい電力需給
状況を踏まえた節電対策を講じること。 

 
３ その他の留意事項 
 ⑴ 各府省の概算要求の状況や、社会保障と税の一体改革をはじめとした制度改正や制度新設に係
る情報については、積極的に収集するとともに、他都市での取組状況についても留意しながら、
適切な予算要求を行うこと。 

 ⑵ 今年度の公開事業たな卸しにおける評価結果及び事務事業点検委員会からの意見を踏まえ、予
算要求すること。 

 ⑶ プロジェクトに計上する取組予定項目で、平成 26 年度に予算措置が必要なものについても遺
漏なく予算要求すること。 

 ⑷ 監査委員の監査結果及び意見を踏まえ、指摘を受けた所管については、原則としてこれを予算
要求に反映させること。なお、他の所管に対する指摘であっても、類似する事務を行っている場
合は同様とする。 

 
４ 編成作業等 
詳細については、別紙「平成 26年度予算編成要領」のとおりとする。 

以 上   
（財政課）  


